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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第17期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第16期

会計期間

自  平成20年
６月１日

至  平成20年
８月31日

自  平成19年
６月１日

至  平成20年
５月31日

売上高                     （千円） 365,803 1,724,498

経常損失(△)               （千円） △18,043 △226,043

四半期（当期）純損失(△)   （千円） △9,447 △169,271

純資産額                   （千円） 2,025,216 2,033,514

総資産額                   （千円） 3,894,368 4,091,725

１株当たり純資産額           （円） 33,287.03 33,423.43

１株当たり四半期（当期）

純損失金額(△)　　　　　　 　（円）
△155.28 △2,782.20

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額           （円）
－ －

自己資本比率                 （％） 52.0 49.7

営業活動による

キャッシュ・フロー         （千円）
△216,663 109,107

投資活動による

キャッシュ・フロー         （千円）
△16,731 △112,527

財務活動による

キャッシュ・フロー         （千円）
△106,201 △42,543

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高       （千円）
1,551,195 1,888,446

従業員数 64 77

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．第16期及び第17期第１四半期連結累計(会計)期間は潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期(当期)純損

失を計上しているため、潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年８月31日現在

  従業員数（人） 64 (16)

（注）  従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員、アルバイト、契約社員を含む。）は、当

第１四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年８月31日現在

  従業員数（人） 60 (11)

（注）  従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員、アルバイト、契約社員を含む。）は、当

第１四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

 　 (1）生産実績

 当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当第１四半期連結会計期間

(自 平成20年６月１日

　至 平成20年８月31日)

金額(千円)

電子部品検査装置事業

光源装置関連 298,644

画像検査装置関連 15,204

テスター装置関連 31,683

小計 345,532

セキュリティ関連事業 34,455
 合計 379,987

 （注）１．本表の金額は、販売金額によっております。

 　　　２．金額には、消費税等は含まれておりません。

 　　　３．生産実績には外注仕入実績を含んでおります。

(2）受注実績

 当第１四半期連結会計期間の受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当第１四半期連結会計期間

(自 平成20年６月１日

　至 平成20年８月31日)

受注高 受注残高

金額(千円) 金額(千円)

電子部品検査装置事業

光源装置関連 187,135 145,413

画像検査装置関連 21,810 26,328

テスター装置関連 29,198 1,649

小計 238,143 173,390

セキュリティ関連事業 4,230 90,600
 合計 242,373 263,991

　（注）金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3）販売実績

 当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当第１四半期連結会計期間

(自 平成20年６月１日

　至 平成20年８月31日)

金額(千円)

電子部品検査装置事業

光源装置関連 305,736

画像検査装置関連 23,950

テスター装置関連 31,683

小計 361,369

セキュリティ関連事業 4,433
 合計 365,803

　（注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当第１四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下

のとおりであります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。

相手先

当第１四半期連結会計期間
(自 平成20年６月１日
  至 平成20年８月31日)

金額（千円） 割合（％）

ソニーセミコンダクタ九州株式会社 67,308 18.4

松下電器産業株式会社 56,900 15.6

日本サムスン株式会社 46,500 12.7

Tesna, Inc. 45,900 12.5
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２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

(1）業績の状況

当第１四半期連結会計期間における当社グループの売上高は、主力製品であるＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳイメージャ

検査向け光源装置への投資が当第１四半期連結会計期間において韓国で再開されたことなどにより、前年同期の

299百万円に比べ66百万円増加し365百万円となりました。

売上原価については、主に装置以外のユニットやメンテナンスなどの売上に関する原価率が上昇したことによ

り、全体の原価率が前年同期の43.4％に比べ58.8％と高い水準で推移し、前年同期の129百万円に比べ85百万円増

加し215百万円となりました。販売費及び一般管理費については、役員報酬の削減を含む人件費の削減を始めコス

ト管理を徹底し経費削減に取り組んだことにより、前年同期の255百万円より85百万円減少し170百万円となりま

した。これらの結果、営業損益については前年同期の営業損失86百万円から66百万円改善し、営業損失19百万円と

なりました。　

為替差益の発生などにより営業外損益はプラスとなり、経常損益については前年同期の経常損失107百万円か

ら89百万円改善し、経常損失18百万円となりました。　　

ＤＦＴテストシステムのハードウェアに関する非独占製造権をテセダ社に譲渡したことによる製造権譲渡益

30百万円を特別利益に計上いたしましたが、法人税等調整額もあり、純損益については前年同期の四半期純損失

82百万円から72百万円改善し、四半期純損失９百万円となりました。　

なお、前年同期の数値は、参考として記載しております。　

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

(電子部品検査装置事業)　

電子部品検査装置事業において、半導体メーカーは依然として設備投資を控えておりますが、当社グループ

の主力製品であるＣＣＤ／Ｃ－ＭＯＳイメージャ検査向け光源装置への投資が当第１四半期連結会計期間に

おいて韓国で再開されました。また当セグメントの画像検査装置においては、新分野である太陽電池パネル

メーカー向けの販売が加わっております。

以上のような状況から、当セグメントの当第１四半期連結会計期間における外部顧客に対する売上高は361

百万円、営業利益は118百万円となりました。　

(セキュリティ関連事業)　

セキュリティ関連事業において、画像処理技術を用いたセキュリティ製品を中心に販売を行いましたが、当

セグメントの当第１四半期連結会計期間における外部顧客に対する売上高は４百万円、営業損失は27百万円

となりました。　

(2）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ197百万円減少し、3,894百万円となりました。

　流動資産は、前連結会計年度末に比べ196百万円減少し、2,899百万円となりました。これは主に現金及び預金の減

少等によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べほぼ同額の994百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度末に比べ189百万円減少し、1,869百万円となりました。

　流動負債は、前連結会計年度末に比べ70百万円減少し、792百万円となりました。これは、買掛金の減少等による

ものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ118百万円減少し、1,076百万円となりました。これは、長期

借入金の減少等によるものであります。

　当第１四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度末に比べ８百万円減少し、2,025百万円となりました。 

(3）キャッシュ・フローの状況　

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ337百万円減少し、1,551百

万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)　

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは216百万円の支出となりました。こ

れは主に売上債権の増加額37百万円、仕入債務の減少額39百万円があったこと等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)　

当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは16百万円の支出となりました。これ

は主に貸付けによる支出24百万円等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 　
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当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは106百万円の支出となりました。長

期借入れによる収入50百万円に対して、長期借入金の返済による支出108百万円、社債の償還による支出40百万円

があったこと等によるものです。

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課　

題はありません。

(5）研究開発活動　　　　

当第１四半期連結会計期間における当社グループの研究開発活動の金額は５百万円であります。

なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。　

(2）設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

　　　　　　　　　　普通株式 254,000

計 254,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）

(平成20年８月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成20年10月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 63,841 63,841
東京証券取引所

（マザーズ）
―

計 63,841 63,841 ― ―

（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成20年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使

により発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

（旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づく新株予約権）

①株主総会の特別決議（平成16年８月26日）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権の数（個） 151

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 151

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり159,000

新株予約権の行使期間
平成18年９月１日～

平成21年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　159,000

資本組入額　 79,500

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

②株主総会の特別決議（平成17年８月24日）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権の数（個） 129

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 129

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり219,000
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区分
第１四半期会計期間末現在
（平成20年８月31日）

新株予約権の行使期間
平成19年９月１日～

平成22年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　219,000

資本組入額　109,500

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）１．当社普通株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整するもの

とする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない目的たる株式の数につい

てのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い又は株式交換を行い完全親会社となる場合、当社

は必要となる株式数の調整を行う。

２．新株予約権発行後、当社普通株式の分割または併合が行われた場合には、次の算式により発行価額を調

整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い又は株式交換を行い完全親会社となる場合、その

他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は

適切に調節されるものとする。

３．権利行使の条件として以下の(1）から(3）までの条件を設けております。

(1) 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社もし

くは当社の子会社・関連会社の取締役・監査役もしくは従業員たる地位にあることを要する。ただ

し、対象者である取締役又は監査役が任期満了により退任した場合及び対象者である従業員が定年退

職した場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。

(3) その他の権利行使の条件は、本株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新

株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（千円）

資本金
残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成20年６月１日～
　

平成20年８月31日
― 63,841 ― 1,102,711 ― 1,033,711

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　

（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成20年５月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】　　　　　
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　 平成20年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　3,000 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　　 60,841 60,841 ―

端株式 ― ― ―

発行済株式総数 63,841 ― ―

総株主の議決権 ― 60,841 ―

　（注） 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が２株（議決権２個）含

まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称
 

所有者の住所
 
 

自己名義所有
株式数（株）
 

他人名義所有
株式数（株）
 

所有株式数の
合計（株）
 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社イン

ターアクション

 

神奈川県横浜市

金沢区福浦一丁

目１番地

3,000 ― 3,000 4.69

計 ― 3,000 ― 3,000 4.69

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
６月

 
７月

 
８月

最高（円） 35,450 30,400 26,600

最低（円） 27,000 22,700 17,100

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所（マザーズ）におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。　
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平

成20年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、公認会計士　中本優司氏及び公認会計士　丸亀哲也氏によ

る四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期
連結会計期間末

(平成20年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,608,222 1,944,820

受取手形及び売掛金 ※2
 297,818 293,269

有価証券 31,062 30,564

製品 109,043 116,762

原材料 319,650 316,328

仕掛品 279,397 316,344

その他 254,766 78,695

流動資産合計 2,899,961 3,096,785

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 325,222

※1
 332,852

その他（純額） ※1
 293,190

※1
 309,913

有形固定資産合計 618,413 642,765

無形固定資産

その他 56,780 47,179

無形固定資産合計 56,780 47,179

投資その他の資産

その他 319,213 304,994

投資その他の資産合計 319,213 304,994

固定資産合計 994,407 994,939

資産合計 3,894,368 4,091,725

負債の部

流動負債

買掛金 54,488 94,011

短期借入金 18,100 25,000

1年内返済予定の長期借入金 453,911 434,812

未払法人税等 118 2,131

賞与引当金 14,477 －

製品保証引当金 19,681 23,076

その他 231,795 284,490

流動負債合計 792,573 863,522

固定負債

社債 510,000 550,000

長期借入金 560,280 638,082

退職給付引当金 6,249 6,556

その他 50 50

固定負債合計 1,076,579 1,194,688

負債合計 1,869,152 2,058,210
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（単位：千円）

当第１四半期
連結会計期間末

(平成20年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,102,711 1,102,711

資本剰余金 1,033,711 1,033,711

利益剰余金 328,244 337,691

自己株式 △435,250 △435,250

株主資本合計 2,029,417 2,038,865

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,201 △5,350

評価・換算差額等合計 △4,201 △5,350

純資産合計 2,025,216 2,033,514

負債純資産合計 3,894,368 4,091,725
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成20年８月31日)

売上高 365,803

売上原価 215,144

売上総利益 150,659

販売費及び一般管理費 ※1
 170,602

営業損失（△） △19,942

営業外収益

受取利息 2,221

受取配当金 0

為替差益 8,493

固定資産賃貸料 3,472

その他 439

営業外収益合計 14,627

営業外費用

支払利息 7,001

原状回復費 2,800

その他 2,926

営業外費用合計 12,728

経常損失（△） △18,043

特別利益

製品保証引当金戻入額 5,742

製造権譲渡益 30,437

特別利益合計 36,180

特別損失

固定資産除却損 2,664

たな卸資産評価損 8,832

特別損失合計 11,497

税金等調整前四半期純利益 6,639

法人税、住民税及び事業税 1,126

法人税等調整額 14,960

法人税等合計 16,086

四半期純損失（△） △9,447
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成20年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 6,639

減価償却費 26,454

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,395

退職給付引当金の増減額（△は減少） △307

受取利息及び受取配当金 △2,222

支払利息及び保証料 7,351

為替差損益（△は益） △7,479

有形固定資産除却損 2,664

たな卸資産評価損 8,832

売上債権の増減額（△は増加） △37,429

たな卸資産の増減額（△は増加） 32,664

仕入債務の増減額（△は減少） △39,522

その他 △200,029

小計 △205,779

利息及び配当金の受取額 1,895

利息及び保証料の支払額 △11,313

法人税等の支払額 △1,465

営業活動によるキャッシュ・フロー △216,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △30,741

定期預金の払戻による収入 30,089

有形固定資産の取得による支出 △576

無形固定資産の取得による支出 △682

投資有価証券の売却による収入 477

敷金の差入による支出 △52

敷金の回収による収入 8,774

貸付けによる支出 △24,000

その他 △19

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △6,900

長期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △108,703

社債の償還による支出 △40,000

配当金の支払額 △224

その他 △374

財務活動によるキャッシュ・フロー △106,201

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △337,250

現金及び現金同等物の期首残高 1,888,446

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,551,195
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

　会計処理基準に関する事項

の変更

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

の変更

たな卸資産

 通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、製品・仕掛品につい

ては主として個別法による原価法、原材

料については月次総平均法による原価

法によっておりましが、当第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号

平成18年７月５日）が適用されたこと

に伴い、それぞれ、製品・仕掛品につい

ては主として個別法による原価法（貸

借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）、原材料に

ついては月次総平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）によ

り算定しております。

 これにより、税金等調整前四半期純利

益は8,832千円減少しております。

【簡便な会計処理】

　   該当事項はありません。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。

　

　　【追加情報】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年６月１日　
　　至　平成20年８月31日）

(有形固定資産の耐用年数の変更)

　平成20年度の法人税法の改正を契機に有形固

定資産の耐用年数を見直した結果、当第１四半

期連結会計期間より機械及び装置の一部につい

て、耐用年数を変更しております。

　なお、この変更による損益への影響は軽微であ

ります。

EDINET提出書類

株式会社インターアクション(E02336)

四半期報告書

17/23



【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度末
（平成20年５月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、351,611千円であ

ります。

　

※２　期末日満期手形

　　　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。なお、当第１四半期

連結会計期間末日が金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が期末残高に含まれてお

ります。　

　　　　　受取手形　　　4,313千円　

　

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、331,568千円であ

ります。

　

※２　　　―――――――――――――――　　

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

　　　　役員報酬　　　　　　　　　　　15,970千円

　給料手当　　　　　　　　　　　47,560千円

　賞与引当金繰入額　　　　　　　 7,283千円

　製品保証引当金繰入額　　　　　 3,978千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年８月31日現在）

　現金及び預金勘定
（千円）

1,608,222

　預入期間が３ヶ月を

  超える定期預金
△57,026

　現金及び現金同等物 1,551,195
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年８月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　

平成20年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　63,841株

　

２．自己株式の種類及び株式数　

　　普通株式　　3,000株

　

３．新株予約権等に関する事項　

　該当事項はありません。

　

４．配当に関する事項　

　該当事項はありません。

　

５．株主資本金額の著しい変動　

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日）

 
電子部品
検査装置事業
（千円）

セキュリティ
関連事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
　（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 361,369 4,433 365,803 － 365,803

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,400 972 3,372 (3,372) －

計 363,769 5,406 369,176 (3,372) 365,803

営業利益（又は営業損失△） 118,844 △27,901 90,942 (110,885) △19,942

　（注）１． 事業区分の方法

　　　　　 　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２． 各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品 

 電子部品検査装置事業  光源装置、IPモジュール、カメラモジュール検査システム

 セキュリティ関連事業  光応用センサー製品

       

【所在地別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計会計期間　（自 平成20年６月１日　至　平成20年８月31日 ）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日）

 アジア 北米 欧州  計

Ⅰ　海外売上高（千円） 66,742 47 11,949 78,739

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 365,803

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
18.2 0.0 3.3 21.5

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　  (1) アジア・・・・・台湾、韓国、シンガポール

　　(2) 北米・・・・・・アメリカ

　　(3) 欧州・・・・・・フランス

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額は、前連結会計年度末に比べて著しい変動は認められませんので、記載を

省略しております。

　

（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引は、すべてヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。　

　

（ストック・オプション等関係）

　　　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度末
（平成20年５月31日）

１株当たり純資産額 33,287.03円 １株当たり純資産額 33,423.43円

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

１株当たり四半期純損失金額(△) △155.28円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

１株当たり四半期純損失金額  

四半期純損失(△)(千円) △9,447

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △9,447

期中平均株式数（千株） 60,841

（重要な後発事象）

 当社グループの取引先である株式会社プロデュースは、平成20年９月26日、新潟地方裁判所に民事再生手続開始の

申立てを行い、受理されました。

 なお、当社グループの同社に対する同日現在の債権額は32,880千円であり、回収不能見込額は現在のところ不明であ

ります。

（リース取引関係）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っております

が、前連結会計年度末と比べて、著しい変動が認められませんので、記載をしておりません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年10月10日

株式会社インターアクション

取締役会　御中

 中本公認会計士事務所  

   公認会計士 中　 本　 優　 司　　印

 丸亀公認会計士事務所  

   公認会計士 丸　 亀　 哲　 也　　印

　私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社インターアク

ションの平成20年６月１日から平成21年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年６月１日から

平成20年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私

たちの責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半

期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その

他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社インターアクション及び連結子会社の平成20年８月31日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

１．四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は当第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用しているため、当該会計基準により四半期連結財務諸表を作

成している。　

２．重要な後発事項に記載されているとおり、会社の取引先である株式会社プロデュースは、平成20年９月26日、新潟地

方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行い、受理された。同社に対する同日現在の債権額は32,880千円であり、回収不能

見込額は現在のところ不明である。　

　会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

　　期報告書提出会社）が別途保管しています。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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